
 

「申請に対する処分」の審査基準･標準処理期間 

許認可等の名称 日常生活支援住居施設の認定 

根拠条例等の 

名称･根拠条項 
生活保護法第３０条第１項ただし書 

所管部室課名 福祉部 生活福祉室 

審査基準 

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令（令和２

年厚生労働省令第４４号） 

（認定の要件） 

第一条 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。）第三十条

第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

一 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。 

二 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十八条の二第一項に規定する

社会福祉住居施設（同法第二条第三項第八号に規定する事業を行う施設に限る。）で

あって、当該施設を経営する者が同法第七十二条の規定による経営の制限又は停止

を命ずる処分を受けていないこと。 

三 第三章及び第四章に定める人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来

にわたり適正な事業の運営をすることができる施設と認められること。 

四 当該施設を経営する者が、第六条第一項の規定による日常生活支援住居施設の

認定の取消し又は社会福祉法第七十二条の規定による経営の停止を命ずる処分を受

けてから五年を経過していない者でないこと。 

２ 都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市（以下この項及び第二条第四項において「指定都市」という。）及

び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この項及び第二条第四項にお

いて「中核市」という。）においては、当該指定都市又は中核市の長をいう。以下同じ。）

は、法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けようとする施設が主として利用 

される地域において、日常生活上の支援が必要な要保護者の分布状況その他の状況

からみて認定の必要がないと認めるときは、当該施設の認定をしないことができる。 

 

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等について 

（令和2年3月27日社援発0324第3号厚生労働省社会・援護局長通知） 

 

標準処理期間等 

原則として申請した日から１４日以内（認定調査等により日時を要する場合及びその

他特別な理由がある場合には 30日以内） 

 

 



内

訳 

 名   称 期   間 

処分機関 吹田市福祉事務所長 １４日以内 

審議機関   

経由機関   

協議機関   

備考 

 

最近改正年月日  

 


